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出雲空港有害鳥類防除等業務委託仕様書 

 

１ 概 説 

 （１） 目的 

     本仕様書は、航空機と鳥類の衝突による航空機災害を未然に防止するため空港    

有害鳥類防除等業務（以下「防除業務」という。）に必要な事項を定める。 

 

 （２） 業務場所 

     出雲空港制限区域内 

 

 （３） 業務期間 

     令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

 

２ 一般事項 

 （１） 用語の定義 

    ア 「防除業務」とは、鳥類の威嚇及び捕獲を行うことにより、航空機と鳥類の      

衝突を防止するための一切の作業及びこれに付随する事務をいう。 

    イ 「威嚇」とは、鳥類を脅し、追い払いを行う作業をいう。 

    ウ 「捕獲」とは、鳥類の殺傷を行う作業をいう。 

    エ 「現場責任者」とは、請負者が防除業務を遂行する上での防除計画の作成、      

変更等に関し、監督職員との連絡調整等を行うために請負者の責任者として            

業務履行場所に配置する者をいう。 

       オ 「防除作業員」とは、請負者が防除業務を実施するため、業務履行場所に配      

置する者をいう。 

      カ  「監督職員」とは、防除業務を監督する者をいう。 

      キ 「検査職員」とは、防除業務の検査を主管する者をいう。 

 

 （２）  関係法令等 

    本防除業務の実施に当たっては、次の関係法令等を遵守するものとする。 

    ア 鉄砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号） 

    イ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号） 

    ウ 火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号） 

    エ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 

      ７５号） 

    オ 航空法（昭和２７年法律第２３１号） 

    カ 空港管理規則（昭和２７年運輸省令第４４号） 

    キ 航空保安業務処理規程 

    ク 制限区域安全管理規定 

    ケ その他関係法令及び関係規則 
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 （３） 施設破損の禁止 

     請負者は、防除業務の実施にあたり、請負者の過失、その他請負者の責に帰す    

べき事由により発注者の施設、設備又は発注者が貸与する物品等、その他、空港    

内に存ずる施設、設備又は、周辺の民家に損傷を与えた場合、速やかに監督職員    

に報告するとともに、責任をもって復旧するものとする。 

  

  （４） 人為事故 

     請負者は、防除業務の実施にあたり、周辺住民、漁師、釣人等との間で人為事    

故が発生した場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、責任をもって対応    

するものとする。 

 

 （５） 目的外使用の禁止 

     請負者は、防除業務の実施にあたり、発注者の施設又は発注者が貸与する物品    

等を目的外に使用してはならない。 

 

 （６） 些細事項 

     請負者は、防除業務の実施にあたり、本仕様書に規定されていない些細な事項    

のうち、業務上当然必要となる事項について、監督職員の指示により請負者の責    

任において実施するものとする。 

 

 （７） 身分証明書の携帯等 

     請負者は、作業員等の身分を明確にするため、作業員等に制服又は社章を着用    

させるとともに、常時身分証明書を携帯させるものとする。 

  

 （８） 疑義の解釈 

     請負者は、防除業務の実施にあたり、本仕様書に定めのない事項及び疑義を生    

じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

 （９） 秘密の保持 

     請負者は、業務上知り得る秘密を漏らすことのないよう、就業規則により定め    

ていること。 

 

 （10） 安全管理 

    ア 請負者は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合、遅延なく作     

業員等に周知し安全を図ること。 

    イ 請負者は、現場作業において安全上の問題が発生した場合、遅延なく監督職     

員に報告し、監督職員と協力して適切な措置を行い、また状況調査や原因究明     

に努め再発防止策を実施すること。 

    ウ 請負者は、防除業務においてヒヤリ・ハット等の不安全の要因となる個所や     
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状態等の安全に係る情報を積極的に収集し、監督職員に書面による報告を行う     

こと。 

 

 （11） 立入申請 

     本作業は、空港制限区域内にて作業を実施するため、請負者は空港制限区域内    

への立ち入り等について、制限区域安全管理規定に基づき所定の手続きを行うこ    

と。 

 

３ 防除業務実施要領 

 （１） 防除業務の内容 

    ア 防除業務の種類          

        （ア） 鳥類の威嚇及び捕獲 

         請負者は、充分な防除効果が発揮されるよう防除機器及び材料の使用        

等について検討を行い、鳥類の威嚇及び捕獲を行うものとする。 

         なお、鳥類の捕獲は航空機への衝突の危険性が高い場所等必要最小限        

にとどめ、捕獲を行う鳥種及び羽数について鳥獣の保護及び狩猟の適正        

化に関する法律に基づく許可を得ること。申請内容については、監督職        

員と調整し、速やかに許可手続きを行うこと。使用する防除機器は、銃、        

実弾、空砲、鳥獣駆逐用煙火、スターターピストルとする。 

     （イ） 落鳥の報告・回収処分 

         捕獲及び航空機衝突により、場内に落ちた鳥については管理事務所に        

報告し、事務所職員の指示により回収作業及び処分を行う。  

     イ 防除業務等の実施方法 

      現場責任者を含む作業員（以下「作業員等」という。）は、巡回経路を車両     

により定期的に巡回し、次の各項により防除業務を実施するものとする。 

        （ア） 巡回時間は鳥衝突件数、定期便の離着陸を勘案して防除効果の最も効        

果的な時間帯に滑走路等に進入しパトロール（以下、「バードパトロー        

ル」という。）を行うこと。 

     （イ）  作業員等は管理事務所職員又は航空管制運航情報官（以下、「運航情        

報官」という。）から臨時の要請（以下、「バードスィ―プ」という。）        

があった場合は、その要請に応じて、防除業務を実施するものとする。 

     （ウ） 場内巡視点検業務（以下、「場内点検」という。）については、航空        

機の離発着の合間を活用し、車両による場周道の点検を行う。 

     （エ） ２名体制における防除業務は、銃器を使用した威嚇及び捕獲、及び煙        

火等による威嚇とし、落鳥の回収処分・種類特定等を行うものとする。         

なお、銃器の使用は所長が決定した時間内のみとする。 

     （オ） １名体制における防除業務を行う際は、銃器を使用しない煙火等によ        

る威嚇とし、落鳥の回収処分・種類特定等を行うものとする。 

  

 （２） 防除業務の安全管理 
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    ア 作業員等は、銃、実包、空砲及び鳥獣駆逐用煙火の使用及び保管管理に際し     

ては、関係法令に定めるところにより、適切に実施を行うこと。 

    イ 作業員等は、防除業務の開始の都度、事前に防除機器の機能点検を行い、異     

常の有無を確認するものとする。 

    ウ 作業員等は、防除機器の使用に当たり、人、航空機、空港施設及び空港周辺     

の安全確認を行い、事故、火災及び騒音防止等に万全を期するものとする。 

    エ 作業員等は、空港制限区域内での車両運転に際しては、制限区域安全管理規     

定を遵守するものとする。また、着陸帯内へ立ち入る場合は、運航情報官また     

は航空管制官の指示に従うものとする。 

        オ 作業員等は、年に１回煙火消費保安講習を受講しなければならない。 

   

 （３） 防除業務の実施体制 

    ア 請負者は、業務時間において、本仕様書で規定する防除業務を確実に実施で     

きる体制を確保するものとする。 

    イ  勤務体制  

      勤務日は毎日とする。 

    ウ 業務時間 

      現場責任者の業務時間は、午前６時３０分から午後８時３０分までとする。      

このうち、午前１１時００分から午前１１時４５分、午後５時００分から午     

後５時４５分を休憩時間とする。但し、実弾防除を実施しない期間（１２月１

日から翌年２月２８日）は勤務時間を午前７時００分から午後８時３０分まで

とし、午前１１時００分から午前１１時４５分、午後５時００分から午後５時

４５分を休憩時間とする。 

      防除作業員の勤務時間は午前６時３０分から午前１０時３０分までとする。          

但し、実弾防除を実施しない期間（１２月１日から翌年２月２８日）について

は勤務時間を午前７時００分から午前１０時３０分までとする。         

      なお、休憩を取る際は監督職員に報告し、休憩場所は所長の指定する場所に     

限ることとし、業務に支障を与えないように留意すること。 

    エ 業務体制 

      銃の使用を含む業務は１班２名体制とする。そのうち１名を現場責任者と定     

めて配置し、業務全般の管理監督を行うものとする。また、もう１名について     

は猟銃所持許可、猟銃用火薬類等譲受許可、鳥獣捕獲許可、猟銃免許を保持し     

ていること。 

 

 （４） 労務管理 

     請負者は、的確に業務が遂行されるよう、労働基準法に従って労務の管理を行    

うものとする。 

 

 （５） 作業員等の心身の健康状態の把握 

     請負者は、労働安全衛生法に定められる作業員等の健康管理に加え、銃器を使    
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用した作業安全のために必要な措置及び日常から作業員等の心身の健康状態を把    

握する措置を講じること。心身の異常が認められた場合は、当該作業員を業務に    

従事させない等必要な措置を講じるとともに、それを解除する場合には、必要な    

検査及び十分な期間の観察を行った後、慎重に安全を確認した上で解除すること。 

  

 （６） 緊急時の体制 

     請負者は、防除業務に起因した以下の事態が発生した場合の体制を定め、連絡    

体制等を整えること。 

        ア 防除業務の不備に起因した航空機の運航に影響を及ぼす事態 

    イ 人の死傷、物件の損傷、火災の発生等 

    ウ 鉄砲刀剣類所持等取締法第２３条の２の規定に基づき、警察官に届け出が必     

要な事態 

    エ 火薬類取締法第４６条第１項の規定に基づき、警察官に届け出が必要な事態 

 

 （７） 業務引継  

     請負者は、防除業務を複数の作業員等で実施する場合、その交代に際し、適切    

に引き継ぎが実施できる体制を確保すること。 

 

４ 研修・訓練 

  請負者は、本仕様書に定める業務を遂行するため、適時、適切な研修・訓練を行うも 

のとする。 

 

５ 報告等について 

 （１） 防除業務実施計画の作成及び提出 

    請負者は、業務開始に際し速やかに本業務の詳細について監督職員と打合わせを   

行い、その打合わせ結果に基づき、次の事項を含む防除業務実施計画を作成し、監   

督職員に提出し、承認を得るものとする。 

    ア 防除業務実施体制（作業員名簿、専門能力及び資格を有することを示す書類     

及び下記（ア）、（イ）に示す履修証明書を含む） 

     （ア） 専門能力についての研修内容 

        請負者は従事予定の作業員等に対し、専門能力を取得させ、その能力を       

維持向上させるため、請負者と発注者が協議のうえ、適切な研修を実施す       

ること。 

          （イ） 専門能力の確認 

        ① 請負者は研修・訓練の項目、実施日時等及び研修成果の確認結果を         

記載した履修証明書を作成すること。 

        ② 請負者は５．（１）に示す監督職員への防除業務実施計画の提出の         

際に上記①の履修証明書を添付すること。 

    イ 防除業務実施要領 

    ウ 連絡体制表（緊急時の対応も含む） 
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    エ 勤務体制表 

    オ その他必要な事項 

 

 （２） 防除業務実施計画の変更 

    請負者は、防除業務実施計画の変更の必要があると判断した場合は、監督職員の   

承認を得て、防除業務実施計画を変更することができる。また、監督職員は、必要   

に応じて請負者に防除業務実施計画の変更を求めることができる。 

 

 （３） 業務報告書の作成及び提出 

    請負者は、本業務の履行結果を正確に記載した業務日報（様式１）、勤務体制表   

及び勤務実績表を作成し、監督職員に提出すること。 

    ア 請負者は、業務日報（観察記録を含む。）を毎日、業務終了後に作成し、監     

督職員に提出するものとする。ただし、観察記録については、監督職員の求め     

に応じ、適宜提出すること。 

    イ 請負者は、毎月指定する日までに翌月の勤務体制表を監督職員に提出し、承     

認を得るものとする。 

    ウ 請負者は、勤務実績表及び業務月報を月単位に取りまとめ、支払い請求時に     

監督職員に提出するものとする。 

 

６ 経費の負担区分 

 （１） 防除機器等  

     防除業務に必要な銃、実包等の材料、銃等の保管管理に必要な物品及び事務      

用品等その他必要とされる物品等は、請負者が準備すること。その他、防除機    

器は発注者が準備することとする。 

 

 （２）運航情報官又は航空管制官及び管理事務所との連絡用無線機、携帯電話について   

は、発注者が請負者に貸与する。 

 

 （３） 車両 

     防除業務に必要な車両（車両用燃料を含む）は、発注者が請負者に無償で貸   

与する。貸与した車両は空港制限区域内で使用するため、防除業務開始前に車   

両点検を行うこと。なお、車両の給油は、危険物取扱者の管理事務所職員が立   

ち会いのもと行わなければならない。 

   ア 防除業務に使用する車両について 

      車 輌 名：ニッサン ＡＤバン  島根４００ せ１６５８ 

      排 気 量：１，４９Ｌ 

      エンジン：ＤＢＦ－ＶＹ１２型 

        燃    料：ガソリン 

      イ 防除業務車は、出雲空港管理事務所に保管するものとする。 
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   ウ 受注者が任意保険に加入する車輌については、重複して県集中管理による県職    

員限定の任意保険を掛けない為、受注者は自社防除業務員限定の条件を付する     

ことなく、発注者職員が運転を行う際にも補償対象となる条件で任意保険に加入    

すること。 

   エ 受注者は、委託契約締結後、速やかに発注者から貸与を受けた車輌について、    

受注者の負担において次の各号に掲げる内容の自動車損害賠償保険（任意保険）    

に加入し、当該保険証明書の写しを発注者に提出するものとする。 

     ① 対人賠償 ：１名につき無制限、示談交渉サービスあり 

     ② 対物賠償 ：無制限（免責ゼロ）、示談交渉サービスあり 

     ③ 搭乗者賠償：１名につき５００万円 

     ④ 車両保険 ：残存価値（免責ゼロ） 

     ⑤ 年齢条件 ：全年齢担保 

   オ 受注者の責任による車輌の破損・故障の場合の修理は、受注者の負担としその    

他の修理・整備については監督職員と協議するものとする。 

 

  （４） 業務従事者控室 

      控室については監督職員の指定する場所とし、これを無償で貸与する。ただ

し、防除業務以外の用に供してはならない。控室の光熱水道費については、発

注者負担とする。 

 

７ 監督及び検査 

  監督職員及び検査職員は本仕様書に基づき、適時監督及び検査を実施する。 

 （１）  業務日報（様式１）及び有害鳥類防除等出動状況票（様式２）については    

業務終了後提出するものとする。 

  

 （２） 勤務体制表及び勤務実績表については月単位で提出するものとする。 
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